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（仮称）町田市子どもにやさしいまち条例（素案） 

パブリックコメント実施概要 

 

 

 

2023年４月に公表した（仮称）町田市子どもにやさしいまち条例（素案）につい

て、市民の皆さまのご意見を募集しました。 

 

１ 意見の募集期間 

  募集期間 2023年４月２２日（土）から 2023年５月 2１日（日） 

 

２ 意見募集の方法 

 ◆以下の施設での資料閲覧・配布 

市政情報課、広聴課（市庁舎１階）、子ども総務課（市庁舎２階）、各市民セ

ンター、各連絡所、男女平等推進センター（町田市民フォーラム３階）、生涯学

習センター（町田センタービル６階）、各市立図書館、町田市民文学館ことば

らんど、各子どもセンター、各子どもクラブ、中央学童保育クラブ、ひなた村、

各公立保育園、町田市子ども発達センター、教育センター 

 

 ◆町田市ホームページにパブリックコメント資料を掲載 

◆「広報まちだ」（2023年４月 1５日号）にパブリックコメントの実施概要 

を掲載 

 ◆X（旧 Twitter）「子ども・子育て情報」（町田市公式）で情報配信 

 ◆LINE町田市役所公式アカウントで情報配信 

  

3 寄せられた意見の件数・内訳 

  電子メールを通じて、２４名の方から、７５件のご意見をいただきました。 

ご意見の項目別の内訳は以下の通りです。（おひとりから複数の趣旨のご意見

をいただいた場合は、趣旨ごとに分割して集計しています。） 

 

条例（本則）に対するご意見 4３件 

条例（本則以外）に対するご意見 ９件 

その他のご意見 ２３件 

 



ご意見の概要と市の考え方 

（1）条例（本則）に対するご意見 

No ご意見の概要 市の考え方 

1 「子どもにやさしいまち」について  

条例の名称に「子どもにやさしいまち」とありま

すが、「子どもにやさしいまち」とは何なのでしょ

うか。「子どもにやさしいまち」は、英語の

「Child Friendly City」を日本語に訳した表

現だと思われますが、「Child Friendly City」

とは何なのでしょうか。 条例できちんと「子ども

にやさしいまち」について定めなければ、人それ

ぞれの解釈に委ねられることとなり、条例の意

義が揺らぐことになります。 「奈良市子どもにや

さしいまちづくり条例」において条文できちんと

定義しているように、「子どもにやさしいまち」の

定義を定めるべきです。 

市では、「子どもにやさしいまち」の

具体的な内容はみんながそれぞれ

の立場や社会活動の中で考えるも

のと捉えております。 

2 子どもの権利条約およびこども基本法との関係

性について 

本条例案では、国連・子どもの権利条約やこども

基本法との位置づけが明確ではありません。 

本条例は法律に基づき制定するも

のではございません。子どもの権利

の考え方は子どもの権利条約を参

考としております。 

3 子どもの定義について、「この他に市長が適当で

あると認めた場合は、１８歳以上の人についても

含まれます。」と書かれていますが、もう少し明

確に書くことはできないでしょうか。 

例えば、ヤングケアラーや家族から虐待を受けて

いる学生なども含められる表現に変更した方が

良いと考えます。 

「社会生活上、１８歳未満の子どもと同様の権利

侵害の危険があるなどの背景があるなど、市長

等が適当であると認めた場合」などわかりやす

い表記に変える方が望ましいのではないでしょ

うか。 

本規定は１８歳以上であっても市長

が認める場合には、１８歳未満の子

どもと同様に対象としております。 

「市長が適当であると認めた場合」

については様々な状況が想定され

るため、対象となる範囲を狭めない

ように現在の表現としております。 

4 コスタリカの子ども病院は、「どんな国籍であろ

うと、どんな宗教であろうと、お金持ちか貧乏

か、家があろうがなかろうか、不法滞在であった

としても治療を必要としている子どもは全て治

本条例は１８歳未満のすべての子ど

もを対象としております。また、１８

歳以上であっても市長が認める場

合には同様に対象としております。 



療します」子どもであることが全てに優先される

と言われたのです。 

町田市も「市長が認めた子ども」ではなく、子ど

もであれば誰でもこの条例の理念で対応して欲

しいと思います。 

５ 第２条（定義）（３）施設 市内にある児童福祉法

第７条第１項に規定する児童福祉施設、学校教育

法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学

校、社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）に規

定する社会教育に関する施設その他これらに類

する施設のうち、子どもが育ち、学ぶために利用

する施設をいいます。 

 

上記条文は、民間の子育て広場や子ども食堂、

冒険遊び場の明記をした方が良いと思います。 

具体的な施設名称の記載について

は、今後作成する予定の副読本やガ

イドブック等の参考とさせていただ

きます。 

６ 第３条（生きる権利）（３）「健康に配慮され、適切

な医療を受けられること」について 

適切な治療とは何なのか人によってさまざまで

す。ステロイド治療をする人、しない人 それぞれ

の選択が尊重されるべきです。（３）を記載する

ことによって、薬にたよらない自然治癒力を大

事にした子育てをしている人たちを虐待扱いし

ないで欲しいです。薬を使うか、使わないか、ワ

クチンを打つか、打たないか選択する権利を守

って欲しいです。現状でも、ステロイド治療をし

なかったり、ワクチンを打たなかったりすると、

虐待と言ってくる医療者などもいます。ワクチン

を打たない人達からしたら、１度に複数本ワクチ

ンを打ってしまうほうが虐待に見えます。それく

らい、「適切な医療」には個人差があります。 

『健康に配慮され、適切な医療を受

けられること』を、子どもが安心して

生きるための権利の一つとしていま

す。 

状況に応じて提供されるべき医療

について「適切な医療」と表現して

おります。 

７ 第３条（生きる権利）（３）「健康に配慮され、適切

な医療を受けられること」とはどのようなことで

しょうか。 

各家庭や個人により適切の基準は異なります。

「適切な医療」の定義を明記していないと言葉の

意味が理解できません。 

状況に応じて提供されるべき医療

について「適切な医療」と表現して

おり、定義は難しいと考えておりま

す。 



８ 以下の内容を条例に追加することを希望しま

す。 

 

第４条（育つ権利） 

安心できる場所で休み、自由な時間を持つこと。

安心して過ごすことができる居場所を持つこと。 

ご意見の内容は、第４条第１号及び

第３号に含まれております。 

９ 第４条（育つ権利）（３）「個性及び他者との違いが

認められ、ありのままの自分でいることができる

こと」とありますが、大人ですらそれができない

世の中にもかかわらず、そのようなことを大人

が胸を張って言えるのでしょうか。 

本条例は、町田市全体で子どもが幸

せになるように取り組む姿勢を表し

ております。 

１０ 差別の禁止（差別からの保護）が明記されていま

せん。 

第５条（守られる権利）（３）に「子どもであること

その他いかなる理由によっても不当な扱いを受

けないこと」とあるのは差別からの保護を念頭

に置いていると思われますが、こども基本法の

基本理念（３条１号「全てのこどもについて、個人

として尊重され、その基本的人権が保障される

とともに、差別的取扱いを受けることがないよ

うにすること。」）でも「差別的取扱い」からの保

護が規定されていますので、「差別その他の不当

な取扱い」などとするべきです。 

差別の禁止の明記について、（仮称）

子どもにやさしいまち条例検討部会

で検討した結果、子どもの権利条約

の４つの原則の中に「差別の禁止」

が入っていること、また、こども基本

法の基本理念でも差別的取扱いに

ついての規定があることから、「差

別等の不当な扱い」に修正いたしま

した。 

１１ 子供の権利を保障する大人の責務についてで

す。 

国連の人権高等弁務官事務所は政府の義務につ

いて下記のように述べています。 

１、尊重義務 ２、保護義務 ３、充足義務(能力を

発揮できる条件を整える義務) 

 

子供の権利を守るために一番責任があるのは、

行政だと思います。ですから、第３章「子どもの

権利を保障する大人の責務」の一番最初に市の

責務を書いて欲しいと思います。そして一番最

後が保護者だと思います。順番を逆にしていた

だきたいです。 

第３章の「子どもの権利を保障する

大人の責務」では、全ての主体を包

括する大人の規定を定めた上で、子

どもとの直接的な関わりが強い保

護者から順に規定しております。 



１２ 第７条(大人の責務)（２）「大人は、子どもが自分

の権利について理解し、自分を大切にすること

及び自分以外の人を大切にする豊かな価値観を

持つ人間になることができるよう支援しなけれ

ばなりません。」 

 

豊かな価値観の「豊かな」という言葉に引っかか

りました。ここに述べられていることは、本来当

たり前にあるべき価値観であり、普通より一歩

すぐれた豊かさにより実現するものではないは

ずです。 

しかしながら現実的には実現できていない部分

も多くあるために「豊かな」と表現されているの

だと思いますが、「自分を大切にすること及び自

分以外の人を大切にすることに気づき実現する

人間になることができるよう」ではどうでしょう

か。気づいた人間が豊かで気づかない人間が豊

かではないような印象を与えることを危惧して

います。 

自分だけでなく、自分以外の人も大

切にするという価値観をもつように

成長して欲しいという願いを込めて

『豊か』と表現しております。 

１３ 以下の内容を条例に追加することを希望しま

す。 

第７条（大人の責務） 大人は、子どもに向き合

い、寄り添いながら、子どもの遊びや学び、育ち

を支えます。 

ご意見の趣旨につきましては、第７

条第１項に含まれております。 

１４ 第８条（保護者の責務）（１）の中の【主体】の例示

にある養護施設の養育者というのが明確ではあ

りません。児童福祉施設の職員や児童養護施設

や乳児院などの職員と明記した方が良いと思い

ます。施設では養育を行っていますが、養育者と

いう明記は他の文章と整合性がとれていませ

ん。 

具体例の提示などを含め、条例解説

の参考にさせていただきます。 

１５ 子どもの権利を守れるくらい余裕のもてる子育

てができるように、ママたちをサポートする環境

を作って欲しいです。 

ご意見の趣旨につきましては、今後

の事業検討の参考にさせていただ

きます。 

１６ 第９条（施設関係者の責務）の【趣旨】「子どもが

育ち学ぶための施設～」の施設は「子どもに関わ

施設の定義は、第２条第３号で規定

しております。 



る施設」と明記した方がわかりやすいと思いま

す。子どもの施設に関わらず全ての施設を指す

のであれば説明に記名すべきだと思います。 

１７ 第９条（施設関係者の責務）の【主体】の例示の中

に「冒険遊び場」を入れてください。 

常設型冒険遊び場は町田市が設置を決め、民間

が運営する遊びの場ですが、町田市の青少年行

政の柱の一つになっています。週４～５日開園し

ており、すでに公共施設的な場所になり、プレー

リーダーを配置しています。プレーリーダー及び

関わる市民スタッフにとっても子どもの権利を

守る責務は大切な要件です。「など」で表すだけ

ではなく、冒険遊び場という名称を明記するこ

とが、そこに関わる大人の意識を明確にすると

思います。 

 

具体例の提示などを含め、条例解説

の参考にさせていただきます。 

１８ 第１０条（地域住民の責務）の【主体】の中に、「子

どもに関わる市民活動団体の大人」を入れてく

ださい。 

現在、町田市では子ども食堂、子育て広場、学習

支援、不登校児童生徒の居場所等、子どもに関

わる活動をしている市民団体が多くあります。そ

のような活動があることを明記することが大切

なことと、そこに関わる大人が自分の責務を自

覚するためにも必要だと考えます。 

１９ 第１１条（事業者の責務）の事業に子育てひろば・

親子ひろば・冒険遊び場のような遊び場づくり、

学習支援、子ども食堂のような飲食支援といっ

た事業を掲載してはどうか。 

２０ 第１２条（市の責務）、第１３条（子どもの権利の普

及）及び新項目として大人が責務を果たすため

に必要な支援の中に、関わる大人に対する研修

を入れて下さい。関わる大人が子どもに寄り添

い支援する資質があるかを振り返り、それを向

上するための自己研鑽、研修を積み重ねていく

ことが必要だと思います。大人の誘導ではなく、

ご意見の趣旨につきましては、今後

の事業検討の参考にさせていただ

きます。 



本当に子どもの声を聞き活かすために、活動の

中で大人が取るべき態度を知るために、アドボ

カシーやセーフガーディング、子どもの声をキャ

ッチするセンスを磨く等の研修が必要だと考え

ます。子どもが参画する力を身につける過程は、

大人にとっても寄り添う力を身につけるチャン

スなのだと思うのです。 

２１ 子どもにやさしいまち条例が制定されたら、市

は大人向け、子ども向けのリーフレットを作って

周知に努めてほしいです。 

条例の周知啓発については、今後実

施してまいります。 

２２ まずは子どもの権利条例を制定して、広く町田

市民に広げてください。 

２３ 子どもの権利について、大人たちにできること、

しなければならないことを広め、子どもたちには

「あなたたちは「生きる権利」「育つ権利」「守られ

る権利」「参加する権利」を生れながら持ってい

るんだよ」ということを広めていくことが重要だ

と考えます。 

２４ 子どもがヘルプメッセージを出すことのできる

環境づくり 

第１４条（権利の侵害からの救済）を実現するた

めには、子どもが自分はヘルプメッセージを出し

ていいのだとわかることが大切です。そのため

の取組をしてください。我慢していたり、自分が

悪いんだと思い込むのではなく、辛い時、苦しい

時は助けを求めていいのだということを子ども

自身がわかる必要があると思います。 

ご意見の趣旨につきましては、現

在、「まこちゃんダイヤル」などで実

施しております。条例制定に併せて

さらに取組や周知を徹底してまいり

ます。 

２５ 第１４条（権利の侵害からの救済） 

権利の侵害の例が暴力等としか書かれていませ

ん。大人がこれは権利の侵害だと気付くために

も、第2章 「子どもの権利」でのべられている4

つの権利（生きる権利・育つ権利・守られる権利・

参加する権利）に対する侵害をきちんと明文化し

た方がいいと思います。参画の場を断たれてい

たり、自由に遊ぶ場や時間が無いこと等、暴力以

外でも権利の侵害はあります。大人が子どもに

権利の侵害については、多岐にわた

るため、現在の表現としております。

具体例の提示などを含め、条例解説

の参考にさせていただきます。 



良かれと思って行っていることの中にも権利の

侵害はあり得ます。 

２６ 第１４条（権利の侵害からの救済） 

子どもオンブズパーソン（子どもの権利救済機

関）の設立等を明記してほしいです。この点に関

しては、他の自治体から後れを取っています。川

西市、小金井市、札幌市などのような機関の設

置を行うことを明確にしてほしいです。児童相談

所等の相談機関に声を上げても相談に乗ってく

れないケースなども児童虐待の増加とともに上

がっています。町田市の中で子どもが安心して

相談できる機関の設置を求めます。 

町田市では、人権侵害に関して、人

権擁護委員に相談できる制度など

がございます。他自治体において

は、子どもの権利の侵害に対する救

済や相談に応じる、子どもの権利救

済機関を導入している事例があるこ

とは承知しており、今後、情報の収

集に努めてまいります。 

 

２７ 第１４条（権利の侵害からの救済）について、どの

立場でもない第三者が関わって、その子どもに

一番必要な支援は何かを判断できるようにする

ことが重要だと考えます。 

２８ 子どもの権利侵害から救済のための第三者機関

の設置について 

条例案においては、子どもの権利保障の実態を

第三者的な立場で検証・勧告する＜子どもの権

利擁護機関＞や＜子どもの権利委員会＞につい

ての明記はなく、子ども施策の推進体制につい

ても触れておりません。第１４条（権利の侵害か

らの救済）のためには、第三者機関を設置すべき

だと考えます。 

２９ 第１４条（権利の侵害からの救済）について 

条文案には、「暴力等」からの救済についての

み、書かれています。「暴力等」とは、第３条（生き

る権利）の中に、「暴力、いじめ、虐待その他の権

利侵害」と定義されています。これも、もちろん

大切な権利であり、深刻な権利侵害です。 

しかしながら、この「暴力等」の中に、第４条（育つ

権利）第５条（守られる権利）第６条（参加する権

利）これらの権利が入っているとは、読み取れま

せん。  

第４条（育つ権利）第５条（守られる権利）第６条

具体例の提示などを含め、条例解説

の参考にさせていただきます。 



（参加する権利）これらの権利の救済について条

例案の中に全く書かれていません。ことに、違和

感と疑問を感じます。暴力、いじめ、虐待からの

救済については、すでに法律や条例で明示され、

市は取り組んできています。子ども家庭支援セ

ンターや児童相談所、警察などの相談機関もあ

ります。 

ですから、今回の新たな条例には、、第３条（生き

る権利）それ以外の第４条（育つ権利）第５条（守

られる権利）第６条（参加する権利）からの救済を

掲げることこそ必要と考えます。例えば、参加す

る権利の中の意見を表明する権利が侵害された

ときなどに、相談や救済の対象になることも条

例に明記するべきと考えます。 

３０ 子どもの権利が侵害されていると感じた当事者

が、相談できる「機関」「しくみ」が必要です。 

中立な立場で、子ども（あるいは代理の大人）か

ら丁寧に状況を聞き取り、現状の調査をし、改善

勧告ができる、そのような「機関」がなくては、救

済に結びつかないと思います。「オンブズパーソ

ン」「子どもの権利相談窓口」「アドボカシー」など

の設置が必要です。 

条例を実効性があるものにするためにも、第三

者による相談機関の設置について、ぜひ検討し

ていただきたいと思います。今回の条例には間

に合わなくても、近い将来の設置を期待します。 

町田市では、人権侵害に関して、人

権擁護委員に相談できる制度など

がございます。他自治体において

は、子どもの権利の侵害に対する救

済や相談に応じる、子どもの権利救

済機関を導入している事例があるこ

とは承知しており、今後、情報の収

集に努めてまいります。 

３１ 子どもオンブズマンの制度を作ってください。 

子どもへの権利の侵害があった時に子どもが救

済を求める場の情報が子どもにちゃんと届くこ

とが必要です。オンブズマンや相談機関、第三者

組織による取組等を実現させてください。 

また、その情報が子どもに届きやすい方法で発

信されるようお願いします。 

３２ 第１４条（権利の侵害からの救済）に関して、体制

の整備、関係機関などありますが、もっと具体的

に踏み込むべきではないでしょうか。 

町田市では、人権侵害に関して、人

権擁護委員に相談できる制度など

がございます。他自治体において



３３ 子どもの権利が守られていないと思ったとき、

当事者や他社どちらでも相談できることが重要

です。相談機関をつくることを明記してくださ

い。 

例えば暴力・虐待などをいち早く発見し対応する

ことは必要です。学校や子どもが集まる施設な

どがそれにあたるとなっていますが学校や施設

などに従事している職員やスタッフが権利を侵

していた場合は誰が発見し対処するのでしょう

か。 

第三者機関をつくり、権利が守れているかを点

検・対処することが必要だと考えます。相談機関

と合わせ第三者機関をつくることを明記してく

ださい。中長期の課題であっても（すぐにはでき

ないにしても）明記できると考えます。 

は、子どもの権利の侵害に対する救

済や相談に応じる、子どもの権利救

済機関を導入している事例があるこ

とは承知しており、今後、情報の収

集に努めてまいります。 

３４ 罰則がないため、守られているのか、いないのか

わかりづらいので第３者の監査機関のようなも

のがないと条例を作っても意味がないと思いま

す。 

３５ 子ども自身が自分の居づらさ、生きづらさを表

明できる専門的支援のある場をもうけていただ

きたい。 

町田市では、人権侵害に関して、人

権擁護委員に相談できる制度や「ま

こちゃんダイヤル」などがございま

す。ご意見の趣旨につきましては、

今後の事業検討の参考にさせてい

ただきます。 

３６ 子どもの意見表明・参加について  

「子どもの意見表明参加」を担保する体制につい

て、第１８条（意見表明及び参画の促進） 意見表

明及び参画の促進に関する条文が「意見等を表

明し、参画する機会」の提供に留まっており、意

見の尊重・反映について何も触れていないこと

は、「こども基本法」よりも後ろ向きであり、第６

条（１）「自分の意見又は考え（以下「意見等」とい

う。）を表明する機会が与えられ、意見等を表明

することができること及びその意見等が尊重さ

れること。」の規定とも矛盾しています。 

ご意見の趣旨につきましては、第６

条第１号で規定しております。 

第１８条の規定は、第６条第１号の規

定を前提とした上で、子どもの意見

表明や市政に参画する機会の提供

について規定をしております。 



こども基本法１１条（こども施策に対するこども

等の意見の反映）も踏まえ、子どもが市政に関し

て表明した意見を尊重すること 、「機会を提供」

するだけに留まらず、子どもの意見を「反映させ

るために必要な」積極的措置をとること など、

意見表明・参加のための体制整備について、条

例できちんと規定する必要があります。 

３７ 第１８条（意見表明及び参画の促進）は、とても重

要な条項だと思います。 

参画する機会とあわせて、子どもが意見を表明

する支援についても記載があるとよいと思いま

した。参画の機会の際に適切な支援がないと声

をあげること、意見表明することが難しい子ども

も多いと思います。 

ご意見の趣旨につきましては、第６

条第１号で規定しております。 

第１８条の規定は、第６条第１号の規

定を前提とした上で、子どもの意見

表明や市政に参画する機会の提供

について規定をしております。 

３８ 第１８条（意見表明及び参画の促進） 

 市は、子どもに関わる市の施策について＜直接

子どもに関わる市の施策はもちろんのこと、広く

子ども、若者にに関わる市の施策＞という形で

範囲が広く捉えられるとよいと思います。例えば

環境に関する計画も未来世代の参画は不可欠だ

と思うからです。 

第１８条（３）「地域住民は、地域活動について、子

どもが地域の一員として意見等を表明し、参画

する機会を提供するよう努めます。」の地域活動

については「子どもに関わる」と限定していない

ので市の施策も限定しなくてもよいかもしれな

いと思いました。 

ご意見の趣旨につきましては、今後

の条例運用の参考にさせていただ

きます。 

３９ 条例にもありましたが、こどもたちの意見に真摯

に向き合い、軽んじることなく、きちんと政策に

取り入れてほしいと思います。その前にこどもた

ちが自由に意見が言えるような、ゆったりとした

雰囲気の学校や保育園、幼稚園であって欲しい

です。せめて少子化を逆に活かして、小規模の施

設で、自分の話を大人が聞いてくれるような所

であって欲しいと思います。 

ご意見の趣旨につきましては、今後

の事業検討の参考にさせていただ

きます。 

４０ 表明されてきた子どもの思いを行政や地域活動



にフィードバックできるような仕組みを作ってい

ただきたいです。 

４１ 子どもの権利に関して、大人側が十分に理解し

ていないと考えますので、広く市民や大人に発

信していきながら、どのような年代の子どもた

ちにも伝わり、理解し、それが実際に町田市で実

行できるような現実的な取り組みに期待してい

ます。 

ご意見の趣旨につきましては、今後

の事業検討の参考にさせていただ

きます。 

４２ 第２１条（検証） 

町田市福祉のまちづくり推進協議会は重点施策

について、企画段階、設計施工段階、運用段階

で、子どもや障害者、外国籍等のマイノリティを

含む市民に情報がいったか、市民意見を聞いた

か、市民意見を取り入れたかについて、各担当課

の自己評価、協議会による外部評価をしていま

す。しかしながら、その情報がきちんと共有され

ていず、活かしきれていないと感じました。 

 この子どもにやさしいまち条例についても、同

様な情報伝達、意見聴取、意見活用ができてい

るか、これからできる体制は作れているかを考

え実行していってほしいです。 

ご意見の趣旨につきましては、今後

の条例運用の参考にさせていただ

きます。 

４３ 障がいを持っていたり、貧困ヤングケアラーなど

の課題をかかえていることで地域や学校で居づ

らさを感じる子どもが少なくないように思われ

ます。子どもの居づらさ、生きづらさというのは

見えにくく、子ども自身にとっても表明しにくい

ものです。 

大多数の子どもの権利だけでなく、少数の子ど

もの権利が守られるように、定期的な実態調査

を教育行政とそれ以外の機関で定期的に実施し

ていただきたいです。 

ご意見の趣旨につきましては、今後

の事業検討の参考にさせていただ

きます。 

 

（2）条例（本則以外）に対するご意見 

No ご意見の概要 市の考え方 

1 全体的に内容が浅く、抽象的で、表面的な言葉を

並べているだけのように感じます。 

本条例では、町田市の理念を規定し

ており、捉える範囲を狭めないよう



「子どもにも大人にもわかるよう」とありますが、

全体的に具体性に欠ける文章なため、大人でも理

解ができませんので、子どもはなおさらわからな

いと思います。 

に表現しております。 

2 全体としてより具体的な記載があるとよいと感じ

ました。 

3 条例があるのとないとで、どのように違うのかが

わからないです。 

本条例では、「子どもの権利」と子ど

もの権利を守るための「大人の責

務」を明確にしており、条例を制定

し、普及・啓発することで、「子ども

の権利」と「大人の責務」についての

理解が広がり、「子どもにやさしい

まち」の実現を目指します。 

また、条例制定により市の姿勢を

変わらず示すことが、将来の子ども

たちに向けて必要であると考えて

おります。 

4 条例が施行されたあとでも、足りないところがあ

れば、付け足すことができるものになってほしい

と思います。 

条例の改正は、議会の議決を経るこ

とで可能であり、社会情勢等に応じ

て検討してまいります。 

5 条例の名前「町田市子どもにやさしいまち条例」

ですが、子どもの権利を中心に述べている他の自

治体にあるように、「町田の子ども条例」などのほ

うがシンプルですがわかりやすいと思います。 

本条例では、「子どもの権利」とその

権利を守るための「大人の責務」を

明確にしており、「子どもの権利」が

守られることで「子どもにやさしい

まち」の実現につながると考えてお

ります。子どもが幸せに暮らすこと

ができる「子どもにやさしいまち」の

実現を目指すため、「（仮称）町田市

子どもにやさしいまち条例」という

名称としております。 

6 前文についてもパブリックコメントを実施して欲し

いと思います。 

前文の意見募集は、２０２３年６月１

日から６月２２日で実施しました。 



7 前文に、以下の内容を追加することを希望しま

す。 

 

「未来を担う、国の宝である子どもにやさしい町

になることは、他の世代の市民にとってもやさし

い町になるということ。」 

前文の意見募集は、２０２３年６月１

日から６月２２日で実施しました。 

8 前文と条文がセットになっていないので驚きまし

た。後回しになってしまったのは残念です。 

前文については、検討に時間を要し

たため、条文とは別の期間で実施い

たしました。 

9 パブリックコメントを募集するうえで出された素

案に前文がありません。前文には、この条例をつく

る町田市の特色を踏まえた子どもの権利条例の

考え方が書かれるはずです。前文のみ後日意見を

募集するとありますが、前文と条例は一体のもの

です。 

 また、パブリックコメントの締め切り後に検討委

員会がありません。最終はどこで確認・承認する

のでしょうか。せめて検討委員会では確認が必要

ではないでしょうか。 

パブリックコメントの後に検討部会

を実施し、条例の確認及び承認をい

ただく予定でおります。 

 

（3）その他 

1 町田市子ども憲章について  

１９９６年に制定されたこの「子ども憲章」のほう

が、現在議論されている「(仮称)子どもにやさし

いまち条例」よりも、子どもの権利保障に即してい

る思います。 

 町田市は、「子ども憲章」を学校教育等で扱って

いると聞いたことがありません。いままで「子ども

憲章」について教えることをしてきていないのに

も関わらず、条例策定のアリバイ作りのように「子

ども憲章」を持ち出すことの意味が分かりません。 

「町田市子ども憲章」は現在行われ

ている子どもの参画に関する様々

な取組の原点となっており、条例制

定に至る経緯の１つであると考えて

おります。 

2 条例は子どもが当事者であるとともに、その保護

者も対象となります。 本条例の制定過程に保護

者がどのように参加する機会があり、保護者の声

が反映されている条例案となっているのか、条例

条例について、町田市子ども・子育

て会議に保護者である市民公募委

員がおり、その市民公募委員も条例

検討部会の委員として参加していた



案を読む限りでは伝わってきません。 

 条例ができてから広報・周知するのではなく、条

例検討の段階から、市民参加することが本条例を

活かしていくために不可欠だと思います。 

だき、意見を伺っております。また、

保護者からの意見聴取の機会とし

て、町田市にお住まいの１８歳以上

の方の中から無作為に選ばせてい

ただいた方を対象に、アンケート調

査を実施し、いただいた意見を参考

としております。 

3 児童福祉法の下では、学童保育クラブは「放課後

児童健全育成事業」と位置づけられている。第１１

条（事業者の責務）になるのかなと気になった。し

かしながら町田市としては施設として扱ってもら

えて第９条（施設関係者の責務）にあることはあり

がたいと言える。 

本条例では、学童保育クラブの職員

は、施設関係者としております。 

4 政情不安の国から逃げてきた難民の子どもや低

所得者のこどもたちが通うコスタリカの幼稚園で

は、２部制でおいしい給食がみんな食べられるよ

うな配慮があり、建物は決して立派ではなかった

けれど、１５人くらいのクラスに２人の先生がいら

っしゃって手厚い教育がされていました。 

町田市も立派な建物を建てるよりも豊かな人との

繋がりを大切にする教育を大切にして欲しいと思

います。ハードよりもソフト面を大事にする行政で

あって欲しいのです。 

ご意見の趣旨につきましては、今後

の事業検討の参考にさせていただ

きます。 

 

5 この条例を作ることによって、子どものための予

算が増えるなら、作った方がいいと思いますが、

変わらないなら意味がないと思います。それより

も、公園の整備など、現況の現場を少しでもよくし

てほしいです。 

6 日本全国、教育機関でいじめ・自殺が減りません。

今回の条例は少しでもその状況を変えていくもの

になればと熱望します。権利を守ることは命を守

ることだからです。 

ユニセフの子どもにやさしいまちづくり実践自治

体である町田市なら、もっと踏み込んだ条例が出

来るはずです。 

本条例の理念を普及していくこと

で、「子どもにやさしいまち」の実現

を目指します。ご意見の趣旨につき

ましては、今後の条例運用の参考に

させていただきます。 

7 条例の検討にあたり、条例の対象となる「１８歳未 条例制定にあたっては、条例検討部



満の子ども」に対して、どのようにして意見を反映

する工夫をされましたか。 

 条例検討部会には子どもも参加しているのは知

っていますが、当事者である子どもの意見を、い

かにして多様に、かつ丁寧にくみ取ろうとしてき

ているのか、「子どもの参加・参画」が求められて

います。 

当事者である子どもの声を、きちんと反映した条

例案となっているのかどうか、条例案を読むだけ

では伝わってきません。そうした過程について、丁

寧な説明が不可欠となりますし、条例案にきちん

と反映すべきです。 「子どもにやさしい」と言いな

がら、大人側(特に行政側)による想いが強い条例

案となっているのではないでしょうか。 

会に大学生や高校生を委員として

いる他に、アンケートの実施や、子ど

も達から条例に関する意見を聞く

「子ども参画ミーティング」を２０２２

年９月及び２０２３年５月に開催する

など、子ども達からの意見を条例案

に反映しております。 

8 学校統廃合計画は、子どもを思って作られたもの

ではなく、明らかに大人の都合や思惑を子どもに

押し付けた「子どもにやさしくない」計画であると

考えます。 

いただいたご意見は、担当部署と共

有し、今後の取組の参考にさせてい

ただきます。 

 

9 現在、町田市の教育委員会は小中学校の学校統

廃合を進めています。 

教育委員会は「町田市子どもにやさしいまち条例

（素案）」に違反していると考えます。 

もし、学校統廃合がこの「町田市子どもにやさしい

まち条例（素案）」に違反しないと町田市が考える

のであれば、私はこの条例を制定することに反対

します。この条例に書かれていることを実現する

意志が町田市にないと考えるからです。 

10 第３条（生きる権利）（１）に「命が守られること」と

記載されています。しかし、学校が遠くなること

で、交通事故や不審者に遭う確率が高まり、命が

脅かされる可能性が高まり、第３条（１）に違反して

いると考えます。 

11 第６条（参加する権利）（１）に「自分の意見又は考

え（以下「意見等」という。）を表明する機会が与え

られ、意見等を表明することができること及びそ

の意見等が尊重されること。」と記載されていま



すが、学校統廃合について子どもたちが意見表明

する機会は与えられませんでした。これは「意見等

を表明することができること尊重され」ていない

ことであり、当然「意見等が尊重され」ていませ

ん。教育委員会は第６条（１）に違反していると考え

ます。 

12 第７条（大人の責務）に「大人は、子どもが幸せに

暮らすことができるよう、子どもにとって大切な

権利を保障しなければなりません。」と記載されて

います。しかし、大人である教育委員会は学校統

廃合を子どもの意見を聞かずに進め、学校を遠く

することで子どもたちの「自由な遊び」を奪ってい

ます。教育委員会は第７条に違反していると考え

ます。 

いただいたご意見は、担当部署と共

有し、今後の取組の参考にさせてい

ただきます。 

 

13 第１２条（市の責務）に「市は、子どもの権利を保障

するため、保護者、施設関係者、地域住民及び事

業者と連携し、及び協力して、子どもに関する施

策を実施します」と記載されています。しかし、３

月９日 町田市議会文教社会常任委員会 小中学

校の存続を求める請願の回答では、町田市の教育

を司る教育委員会は、町田市新たな学校づくり推

進計画」を策定する際に、すべての保護者、すべて

の教職員、すべての地域住民、すべての学童保育

関係者と連携や協力を行なっていたと考えられま

せん。教育委員会は第１２条に違反していると考え

ます。 

14 第１６条（子どもの居場所づくり）に「市、保護者、

施設関係者及び地域住民は、子どもが安心して自

分らしく過ごすこと及び仲間と集い様々な活動を

行うことができる居場所づくりを進めます」と記

載されています。「まちとも」や学童保育所は放課

後の大切な居場所です。 

しかし、学校が遠くなれば、家に着く時刻には暗く

なる可能性が高まり、交通事故や不審者に遭う確

率も高まり、子どもたちが安心できる居場所では

なくなります。教育委員会は第１６条に違反してい



ると考えます。 

15 第１８条（意見表明及び参画の促進）に「市は、子ど

もに関わる市の施策について、子どもが意見等を

表明し、市政に参画する機会を提供します」と記載

されていますが、学校統廃合について子どもたち

が意見表明する機会は与えられませんでした。教

育委員会は第１８条に違反すると考えます。 

いただいたご意見は、担当部署と共

有し、今後の取組の参考にさせてい

ただきます。 

16 子供が近くの小学校に安全に通う権利を学校統

廃合によって奪わないでください。 

17 子どもに通学の負担や、大規模校の負担をかける

のではなく、それぞれの小学校の特色を生かして

存続させ、子どもにやさしい街にしてください。 

18 中学校統廃合の影響について 

Ａ中学校とＢ中学校が統合され、新校舎使用開始

までＢ中学校校舎に通うことが想定されていま

す。この場合、小中学校の継続を理由として、Ａ小

学校からＢ中学校へ進学することは可能でしょう

か。そうした事例についても、指定校変更制度の

凡例に追記していただきたく思います。 

また、学校が統合された場合、統合前の学校指定

の体操着や学用品は廃棄しなければならないの

でしょうか。統合後の学校でも、統合前の学校の

学用品がリサイクルで使えるような取組を検討し

ていただきたいと思います。 

19 町田市が進めている小・中学校統廃合計画は、子

どもたちにとって、決して“やさしくない”計画で

す。子どもたち自身の声を聞いてください。 

子どもたちには、十分な余裕のある少人数教育が

必要です。小規模校をなくさず存続させてくださ

い。 

20 「子どもにやさしいまち条例」を策定するというと

きに、市内の小中学校を２４校も廃校にする計画

を推進しているのは理解に苦しみます。 

市が推進している学校統廃合計画は、条例で示す

４つの子どもの権利にことごとく反しています。 

条例の策定に当たって、まず市に求められるの



は、「学校統廃合計画」の当事者である子どもたち

の意見をていねいに聞くことです。それなくして、

今の町田市にはこの条例を策定する資格はない

と思います。 

21 子どもの権利の中で、学校生活における健康診断

についても子ども達の権利を守るようお願いしま

す。学校で検診の中で、脱衣(服を捲り上げる事を

含む)について、配慮を徹底していただきたいで

す。子ども達や子どもから話を聞いた保護者か

ら、検診時について配慮に欠けるような対応があ

った場合は、学校・校医・市の担当課は内容を確認

し対応できるような体制を取れる仕組みづくりを

行ってほしい。 

学校では平等に全員が検診を受けて子ども達の

健康を守ることを大切にされていると思います

が、その方法によって子ども達が恥ずかしい、つ

らい時間になっている子もいるので、子どもの権

利条例ができましたら、その点においても、子ど

も達からの声を受け止める仕組みをお願いしま

す。 

いただいたご意見は、担当部署と共

有し、今後の取組の参考にさせてい

ただきます。 

22 子どもにやさしいだけでなく、その家族にもやさ

しい町にしたいです。 

例えば、ベビーカーでは移動しやすいかどうか。 

例えば、車いすのお子様連れだと移動もトイレも

こまってしまうとか。 

どれも子育て中に家族が感じることだと思いま

す。 

また、災害時に、赤ちゃんが泣いたりして迷惑をか

けるからと避難をためらうことがないよう、避難

所の受け入れ態勢・備蓄を整えて欲しいです。こ

れは避難する赤ちゃんの家族だけでなく、周囲も

ストレスとならない、避難者皆に良いことだと思

います。 

23 どの子どもも安全に暮らせるはずにも関わらず町

田市に児童相談所が無いこと。 

どの子も学ぶ権利があるにも関わらず鶴川団地



図書館が市の図書館では無くなり本の数が減るこ

と。 

学校の数が減らされ子どもによっては学校がより

遠くなって通学時の危険が増えること。 

子どもの権利を守るために必要なものにしっかり

お金をかけ、子どもに優しい町田になることを強

く望みます。 

 


